役員等に関する事項（令和７年　月　日現在）

会社名　　　　　　　　　　　　　
	職　　名
	よみがな

氏　　名
	生 年 月 日
	性　　別

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


（注１）本書類は、「三重県の交付する補助金等からの暴力団等排除措置要綱」第３条の規定に基づき、三重県警察本部に対して確認を行うために使用します。

（注２）「役員等」とは、次に掲げる者をいいます。

・法人にあっては、非常勤を含む役員、支配人、支店長、営業所長及びその他これに類する地位にある者並びに経営に実質的に関与している者

・法人格を有しない団体にあっては、代表者及び経営に実質的に関与している者

・個人にあっては、その者及びその者に対し支配関係にある者

